
 

 
 

支払基金統一事例 

【 投薬 】 

 

３８２ チアラミド塩酸塩（急性気管支炎の患者）の算定について 

 

《令和６年１１月２９日》 

 

○ 取扱い 

 

急性気管支炎に対するチアラミド塩酸塩（ソランタール錠）の算定は、原則

として認められる。 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ソランタール錠の添付文書の効能・効果※は以下のとおりであり、急性気管

支炎は明記されていない。 

しかしながら、薬効薬理に「抗炎症作用と鎮痛作用を有する」旨記載されて

おり、当該医薬品は、下気道（気管、気管支）の炎症にも有用と考えられる。 

以上のことから、急性気管支炎に対する当該医薬品の算定は、原則として認

められると判断した。 

 

（※）添付文書の効能・効果 

〇 各科領域の手術後並びに外傷後の鎮痛・消炎 

〇 下記疾患の鎮痛・消炎 

関節炎、腰痛症、頸肩腕症候群、骨盤内炎症、軟産道損傷、乳房うっ積、帯状疱

疹、多形滲出性紅斑、膀胱炎、副睾丸炎、前眼部炎症、智歯周囲炎 

〇 抜歯後の鎮痛・消炎 

〇 下記疾患の鎮痛 

急性上気道炎 

 

 

  


